
- 1 -

Ⅰ 平成１９年度茨城県立高等学校入学者選抜実施細則

項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

１ 応募資格 応募できる者は，次の(1)，(2)及

び(3)のいずれかに該当し，かつ，

(4)又は(5)に該当する者とする。

(1) 中学校若しくはこれに準ずる

学校を卒業した者又は平成１９

年３月卒業見込みの者

(2) 中等教育学校の前期課程を修

了した者又は平成１９年３月修

了見込みの者 ※ 中学校卒業認定試験を受けようと

(3) 学校教育法施行規則（昭和 する入学志願者は，入学願書提出期

２２年文部省令第１１号）第 間の前日以前に，志願先高等学校長

６３条各号のいずれかに該当す の指示により，当該認定試験を受け

る者又は平成１９年３月該当見 なければならない。

込みの者

(4) 全日制課程にあっては，原則 【県外及び外国からの志願】

として保護者とともに県内に居 「１６ 県外及び外国からの本県県

住している者 立高等学校への入学を志願する者の

(5) 定時制課程にあっては，原則 取り扱い」（P.16）参照

として県内に居住地又は勤務地

を有する者 ※ 定時制課程の単位制高等学校に応

募できる過年度卒業者は，次の条件

を満たすものとする。

高等学校入学経験がないこと又は

高等学校での修得単位数の計が１８

２ 募集の課程， 別に定める。 単位未満であること。

学科及び定員 なお，高等学校での修得単位数の

計が１８単位以上の者が，定時制課

３ 志願校及び学 (1) １校１課程１学科に限る。 程の単位制高等学校への転編入学を

科の選択 (2) 農業，工業，商業及び水産に 希望する場合は，当該高等学校長の

関する学科において，２以上の 定める転編入学試験によるものとす

学科がある場合には，第２志望 る。

まで出願できる。

(3) 普通科のコースを志願する場

合は，同一校の普通科又は他の

コースを第２志望とすることが

できる。

(4) ３部制の定時制課程の午前の

部又は午後の部を志願する場合

は，同一校の午前の部又は午後

の部を第２志望とすることがで

きる。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

４ 志願の手続 入学願書は，中学校長を経由し 【入学願書】様式第１号の１
て志願先高等学校長に提出する。 入学者選抜手数料

全日制課程 ２，２００円
【手続】 定時制課程 ９５０円
(1) 入学志願者は，入学願書を中 ※ 入学者選抜手数料の免除制度があ
学校長に提出する。その際，入 るので，希望する者は志願先高等学
学者選抜手数料に相当する茨城 校に問い合わせること。
県収入証紙を所定の欄にはる。 なお，出願の段階で免除を希望す
(2) 中学校長は，提出された入学 る者は茨城県収入証紙をはらなくて
願書を，その記載事項に誤りの よい。（願書提出後の還付はできな
ないことを確認のうえ，入学志 いので注意すること｡）
願者書類等送付書を添えて，志 【入学志願者書類等送付書】様式第
願先高等学校長あて提出する。 ２２号
なお，波崎柳川高等学校及び
中央高等学校の普通科体育コー 【入学願書提出期間】

スへの入学志願者については， ２月２日(金)，２月５日(月)及び
普通科体育コース実技検査受験 ２月６日(火)
者一覧・健康状況証明書（様式 午前９時から午後５時まで
第２号）を中学校ごとに一括作 ※ 郵送出願の場合

成し，入学願書に添えて提出す ２月１日（木）～２月５日（月）

る。 の消印有効

(3) 入学願書を受理した高等学校
長は，学力検査受験票を中学校 【学力検査受験票】様式第１号の２
長を経由して入学志願者に交付
する。

５ 志願先の変更 志願変更者及び志望変更者は， 【志願先変更期間】
志願先変更期間内において，次 ２月２１日(水)及び２月２２日(木)
の手続により，１回に限り志願 午前９時から午後５時まで
先（志望先）を変更することが
できる。 【志願変更者】
【手続】 志願先高等学校の変更を希望する者
(1) 志願変更者
ア 志願変更者は，志願変更届 【志望変更者】
に，すでに交付された学力検 同一校内における課程・学科の変更
査受験票を添えて，中学校長 を希望する者
を経由して旧志願先高等学校
長に提出する。 【志願変更届】様式第３号
イ 前記アの書類を受理した旧
志願先高等学校長は，志願取 【志願取消証明書】様式第４号
消証明書を志願変更者に交付
する。
ウ 志願変更者は，新たに入学 ※ 全日制課程から全日制課程，全日
願書を作成し，これに志願取 制課程から定時制課程及び定時制課
消証明書を添えて，中学校長 程から定時制課程への志願変更につ
を経由して新志願先高等学校 いては，新たに作成する入学願書に
長に提出する。 入学者選抜手数料分の茨城県収入証
エ 前記ウの書類を受理した新 紙をはる必要はないが，定時制課程
志願先高等学校長は，学力検 から全日制課程への志願変更に限り，
査受験票を志願変更者に交付 差額分１，２５０円に相当する茨城
する。 県収入証紙を所定の欄にはること。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(2) 志望変更者 ※ 変更期間は志願先変更期間に同じ。
ア 志望変更者は，志望変更届
に，すでに交付された学力検 【志望変更届】様式第５号
査受験票を添えて，中学校長 ※ 第２志望を変更する場合も，志望
を経由して志願先高等学校長 変更届を提出するものとする。
に提出する。
イ 前記アの書類を受理した志 【志望変更受理証】様式第６号
願先高等学校長は，志望変更
受理証を交付するとともに， ※ 定時制課程から全日制課程への志
受理した学力検査受験票の課 望変更者に限り，左記アの書類の他
程・学科等を訂正し，その学 新たに入学願書を提出しなければな
力検査受験票を志望変更者に らない。その際，当該入学願書には，
交付する。 本人の氏名のみを記入し，入学者選

抜手数料の差額１，２５０円に相当
(3) 普通科体育コースへの志願変 する茨城県収入証紙を所定の欄には
更 ること。
普通科体育コースに志願先を
変更しようとする者については， ※ 推薦入学の内定を受けなかった者
普通科体育コース実技検査受験 の手続は，一般の志願先又は志望先
者一覧・健康状況証明書（様式 変更をする場合に準じて行う。ただ
第２号）を中学校ごとに一括作 し，同一校の同一学科を志望し，か
成し，前記(1)又は(2)の手続き つ，第２志望に変更がない場合は，
をとる際に，新志願先高等学校 志望変更届の必要はない。
長に提出する。

(4) 志願取消し 【志願取消届】様式第７号
願書提出後，志願取消しをす ※ 志願取消届の提出は，願書提出期
る場合は，志願取消届に学力検 間後から学力検査前日までの間とす
査受験票を添えて，志願先高等 る。
学校長に提出するものとする。

６ 調査書の作成 (1) 調査書は，中学校ごとに校長 【調査書】様式第１３号
及び提出 を委員長とする調査書作成委員 ※ 調査書の作成に当たっては，「調

会を設け，作成する。 査書記入上の注意」(P.52)参照

(2) 中学校長は，志願先高等学校 【調査書の提出期間】
ごとに入学志願者の調査書を， ・推薦入学
提出期間内に志願先高等学校長 ２月２日(金)，２月５日(月)及び
に提出しなければならない。 ２月６日(火)

※ 郵送出願の場合

(3) 平成１３年３月以前の卒業者 ２月１日（木）～２月５日（月）
（中学校卒業後５年を経過した の消印有効

者）の調査書については，中学 ・一般入学
校生徒指導要録の「学籍に関す ２月２６日(月)及び２月２７日(火)
る記録」その他必要事項を記入 ※ 郵送の場合

すること。 ２月２３日（金）～２月２６日(月)
なお，中学校卒業後２０年を の消印有効

経過した者については，卒業証 ・第２次募集
書授与台帳等により，記入する ３月１５日(木)及び３月１６日(金)
こと。 ※ 郵送は不可
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

７ 学力検査 (1) 入学志願者は，茨城県立高等

学校進学学力検査（以下「学力

検査」という。）を受けなけれ

ばならない。

(2) 学力検査の実施

ア 学力検査は，国語，社会，

数学，理科及び外国語（英語）

の５教科とする。ただし，定

時制課程においては，学力検 ※ 定時制課程における学力検査等に

査を国語，数学及び外国語 ついては，「定時制課程の学力検査

（英語）の３教科とすること 等の実施方法」（別表２）（P.33）

ができる。 のとおりとする。

イ 出題内容は，中学校学習指

導要領に基づくものとする。

ウ 外国語（英語）の検査に当

たっては，校内放送による 【学力検査の一部教科受験者の取扱い】

「聞き取りテスト」を含める。 検査教科のうち，１教科でも受験し

エ １教科当たりの試験時間は， なかった者は，学力検査を放棄したも

５０分間とする。 のと見なす。ただし，病気等正当な事

オ １教科当たりの配点は， 由により，一部受験できなかった者は，

１００点満点とする。 学力検査を受験したものと見なす。

カ 理数科においては傾斜配点

を行い，数学及び理科の配点

をそれぞれ２倍とする。

※ 受験票，鉛筆・消しゴム・コンパ

(3) 学力検査の期日及び時間割は， ス・三角定規（以上は必ず持参する

次のとおりとする。 こと。）・下敷き・鉛筆削り等の筆

記用具，昼食及び上履きのほかは教

ア 期日 ３月７日（水） 室に持ち込まないこと。

※ 携帯電話等は，教室に持ち込まな

イ 時間割 いこと。

項目 時限 第１時 第２時 第３時 昼 食 第４時 第５時

検 査 9:20 ～ 10:30～ 11:40～ 12:30～ 13:20～ 14:30～

時 間 10:10 11:20 12:30 13:20 14:10 15:20

教科名 外国語(英語) 国 語 数 学 社 会 理 科

※ 入学志願者は，午前８時４０分までに実施高等学校（検査場）に集合

すること。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

８ 入学者の選抜 (1) 入学者の選抜は，中学校長か ※ 推薦入学志願者に対する選抜につ

ら提出された調査書，学力検査 いては，後記「１１ 推薦入学」

の成績その他選抜に関する資料 (P.10)に定めるところにより行う。

を参考とし，各高等学校，学科

等の特色に配慮しつつ，その教 ※ 自己申告書(様式第２１号)が提出

育を受けるに足る能力・適性等 された場合は，選抜資料に加える。

を総合的に判定して行うものと 不登校等及び障害があることによ

する。 り不利益な取扱いをすることがない

ようにする。

※ 定時制課程の成人特例入学者選抜

については，後記「１４ 定時制課

(2) 入学者の選抜は，次のとおり 程の成人特例入学者選抜」(4)(P.15)

行う。 及び「１５ 第２次募集における定

ア 受験者全員について，学力 時制課程の成人特例入学者選抜」(4)

検査の得点合計の高い順に並 (P.16)に定めるところにより行う。

べる。ただし，普通科体育コ ※ 帰国子女の特例入学者選抜につい

ース，音楽科及び美術科にお ては，後記「１８ 帰国子女の特例

いては，実技検査の得点 入学者選抜」(8)(P.22)に定めるとこ

（１００点満点）を学力検査 ろにより行う。

の得点に加える。 ※ 外国人生徒の特例入学者選抜につ

いては，後記「１９ 外国人生徒の

特例入学者選抜」(7)(P.24)に定める

ところにより行う。

イ 受験者全員について，調査 ※ 連携型中高一貫教育校の入学者選

書の評定合計（３年間）の高 抜については，後記「２０ 連携型

い順に並べる。 中高一貫教育校の入学者選抜」(5)

(P.25)に定めるところにより行う。

ウ 同一人について，アの順位 ※ 普通科体育コース，音楽科及び美

が募集人員の８０パーセント 術科の実技検査の実施については，

の人数以内，かつ，イの順位 後記「８ 入学者の選抜」(4)(P.7)

が募集人員の人数以内にある に定めるところにより行う。

者をＡ群とし，残りをＢ群と ※ 募集人員は，募集定員から推薦入
する。 学合格内定者数を減じた人数である。

エ Ａ群に属する者は，原則と

して合格とする。ただし，調

査書の記載事項又は学力検査

の結果に特に問題のある者は

保留とし，Ｂ群に加える。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

オ Ｂ群に属する者のうちから 【学校内規】
合格者を選抜する方法は，次 左記のオにおいて，Ｂ群に属する者
のとおりとし，その人数は募 のうちから合格者を選抜する方法につ
集人員からエによる合格者数 いては，各高等学校で内規を作成する。
を差し引いた人数（これをα
とする。）とする。
(ｱ) αのおよそｘパーセント
に当たる人数は，学力検査
の結果を重視した選抜によ
り，合格者を決定する。
(ｲ) αのおよそ（１００－ｘ） ※ 各高等学校は，調査書重視の選抜
パーセントに当たる人数は， で利用する評定以外の記載項目を，
調査書の記録を重視した選 １項目以上利用することとする。
抜により,合格者を決定する｡
(ｳ) ｘは３０から７０の範囲 ※ 学力検査重視の選抜と調査書重視
内で各高等学校が決定し， の選抜で合格する人数の比率は，
その刻み幅は１０とする。 30:70，40:60，50:50，60:40，70:30

の中から各高等学校が決める。

※ 各高等学校の比率等については，
カ 上記エ及びオにより選抜し 「高等学校別入学者選抜実施方法」
た者を合格とする。 （別表１）（P.27）のとおりとする。

キ 上記アからカまでにおいて， ※ 調査書に記載された内容で「高等
受験者数が募集人員内にある 学校別入学者選抜実施方法」に記入
ときは，「募集人員」を「受 されていない項目についても，各高
験者数」と読み替えて選抜す 等学校において選抜の資料として参
る。 考にする。

【例】 募集人員が１００人の場合の合格者の決め方

① はじめに，Ａ群を決める。
学力検査 調査書

順位 受験番号 順位 受験番号
１ ○○○ １ △△△
２ △△△ ２ ○○○
３ ××× ３ ◇◇◇
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ 学力検査順位が
・ ・ ・ ・ ８０位以内で，
８０ ８０ かつ, 調査書順位が

１００位以内
８１ ・ ８１ ・ の者
・ ◇◇◇ ・ ●●●

・ ・ ・
・ ・ ・
●●● １００
・
・ １０１ ・ ７０人 いたとする。
・ ・ ×××
・ ・ これは原則合格とする。

② 次に，Ｂ群の中から，募集人員の残りの人員（１００－７０）＝３０人について，学力検査
重視，調査書重視の２つの方法を使って合格者を決定する。その際，学力検査重視の選抜と調
査書重視の選抜で合格する人数の比率は，各高等学校が決めるが，例えば，６０：４０とした
高等学校の場合では，学力検査重視で１８人，調査書重視で１２人を合格とする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(3) 入学者の選抜に関して，特例

的な処理を行うのは次のとおり

とする。

ア 帰国子女等で調査書の記載 ※ 平成１６年３月以前の卒業者の評

に不足がある場合 定については，平成１９年３月卒業

高等学校で利用する項目の 者の評定と評価法が異なるため，左

うち不足している項目を除い 記アと同様の処理を行う。

て，受験者全体の処理を行う。

イ 定時制課程の成人特例入学 【１４ 定時制課程の成人特例入学者

者選抜 選抜】（P.15）及び【１５ 第２次

募集における定時制課程の成人特例

入学者選抜】（P.16）参照

ウ 帰国子女の特例入学者選抜 【１８ 帰国子女の特例入学者選抜】

（P.19）参照

エ 外国人生徒の特例入学者選 【１９ 外国人生徒の特例入学者選抜】

抜 （P.22）参照

(4) 次の各校の学科，コースの志

願者は，２月２７日（火）午前 ※ 受験者は午前９時までに実施高等

９時３０分から実施する実技検 学校（検査場）に集合するものとす

査を受けなければならない。 る。

ア 水戸第三高等学校音楽科 ※ 左記の各高等学校の実技検査課題

イ 笠間高等学校美術科 及び携行品等については，「実技検

ウ 波崎柳川高等学校普通科体 査課題等」（別表４）(P.34)のとお

育コース りとする。

エ 中央高等学校普通科体育コ ※ 中央高等学校普通科体育コースを

ース 第２志望とする者も実技検査を受け

オ 取手松陽高等学校音楽科及 なければならない。

び美術科

(5) 身体検査は行わない。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(6) 面接については次のとおりと

する。

ア 全日制課程においては，実

施しない。

イ 定時制課程においては，実 ※ 面接を実施する定時制課程におい

施することができる。ただし， ては，３月７日（水）の学力検査終

学力検査を国語，数学及び外 了後，実施高等学校（検査場）で行

国語（英語）の３教科とする う。

定時制課程においては，実施 ※ 学力検査を３教科とし，面接を実

するものとする。 施する定時制課程の高等学校につい

ては，さらに作文を実施することが

できる。面接等については，午後１

時２０分から行う。

※ 定時制課程の面接，作文の結果に

ウ 定時制課程の成人特例入学 ついては選抜の資料とするものとし，

者選抜，帰国子女の特例入学 実施については，「定時制課程の学

者選抜及び外国人生徒の特例 力検査等の実施方法」（別表２）

入学者選抜においては，実施 （P.33）のとおりとする。

する。

(7) その他選抜に当たり必要な事

項は，茨城県教育委員会教育長

（以下「教育長」という。）が

高等学校長に指示する。

９ 合格者の発表 ３月１４日（水）午前９時，

実施高等学校（検査場）におい

て合格者の受験番号を発表する。

なお，合格者には，中学校長

を経由して，合格通知書を交付 【合格通知書】様式第１４号

する。

※ 合格通知書の受領に当たっては，
「合格通知書受領証」（様式第２４
号）を高等学校長に提出する。
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１０ 募集及び選抜に関する日程

一 般 入 学 推 薦 入 学

期 日 事 項 期 日 事 項

２月２日（金） 入学願書提出期間 ２月２日（金） 推薦入学願書・調査書等提出

２月５日（月） ２月５日（月） 期間

２月６日（火） ※ 郵送出願の場合 ２月６日（火） ※ 郵送出願の場合

2月1日(木)～2月5日(月) 2月1日(木)～2月5日(月)

の消印有効 の消印有効

２月21日（水） ２月９日（金） 面接等

↓ 志願先変更期間

２月22日（木） ２月16日（金） 合格内定通知（午前９時）

３月14日（水） 合格者の発表（午前９時）

２月26日（月） 調査書提出期間

↓ 連 携 型 入 学 者 選 抜

２月27日（火） ※ 郵送の場合

2月23日(金)～2月26日(月) ２月２日（金）

の消印有効 ２月５日（月） 連携型入学願書等提出期間

２月６日（火）

転勤保護者の子女のための入学 ２月９日（金） 面接等

願書等特例提出期間

２月16日（金） 合格内定通知（午前９時）

３月14日（水） 合格者の発表（午前９時）

２月27日（火） 普通科体育コース，音楽科及び

美術科の実技検査 第 ２ 次 募 集

３月15日（木）

３月７日（水） 学力検査 ↓ 第２次募集願書等提出期間

３月16日（金）

３月20日（火） 第２次学力検査

３月14日（水） 合格者の発表（午前９時）

３月23日（金） 第２次合格者の発表(午前9時)

願書等の受付時間は，午前９時から午後５時までとする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

１１ 推薦入学 全日制課程全校・全学科におい
て推薦入学を実施する。

定時制課程においては，推薦入 ※ 定時制課程においては，「高等学

学を実施することができる。 校別入学者選抜実施方法」（別表１）
(1) 応募資格 (P.33)のとおりとする。

推薦入学に志願することので

きる者は，平成１９年３月に中 ※ 本県内に保護者とともに居住する
学校を卒業見込みの者のうち， 者及び入学日までに本県内に保護者

次の条件を満たし，かつ，中学 とともに転入見込みの者の志願を認
校長の推薦するものとする。 める。

ア 当該学校・学科を志望する

動機及び理由が明白かつ適切 ※ 隣接県で本県に隣接する通学区域
であること。 等に居住する者で，当該地域内の中

イ 当該学校・学科に対する適 学校卒業見込みの者の志願を認める。

性，興味・関心及び学習意欲 ただし，普通科（コースを除く。）
を有すること。 においては，福島県及び栃木県は除

ウ 人物が優れていること。 く。

エ 学習の記録や特別活動の記
録など，調査書に記載された

内容が良好であること。

オ 次の(ｱ),(ｲ)及び(ｳ)のいず
れかに該当すること。

(ｱ) リーダーとして優れた資

質・実践力を有すること。
(ｲ) 文化，芸術，体育及び奉

仕活動等のうち，いずれか

の分野において優れた資質
・実績を有すること。

(ｳ) 調査書の学習の記録（「

各教科の学習の記録」又は
「選択教科の学習の記録」）

に記載された内容に，秀で

た特色があること。

(2) 推薦入学者数
ア 普通科（コースを除く。）

においては，募集定員の３０

パーセントを上限とする。
イ 普通科のコース，専門学科

及び総合学科においては，募

集定員の５０パーセントを上
限とする。ただし，衛生看護

科，福祉科，音楽科及び美術

科においては，募集定員の
７０パーセントを上限とする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(3) 志願の方法及び手続
ア 推薦に当たっては，中学校
ごとに中学校長を委員長とす
る推薦委員会を設置して，厳
正，公平に選考し，適切な推
薦を行うものとする。

イ 該当中学校長は，定められ
た期間内に，次の書類を，入 【入学志願者書類等送付書】様式第
学志願者書類等送付書を添え ２２号
て，志願先高等学校長に提出
する。
(ｱ) 推薦入学願書（様式第８ 【推薦入学願書・推薦書・調査書提出
号） 期間】
(ｲ) 推薦書（様式第９号） ２月２日(金)，２月５日(月)及び
(ｳ) 調査書（様式第１３号） ２月６日(火)

午前９時から午後５時まで
ウ 波崎柳川高等学校及び中央 ※ 郵送出願の場合
高等学校の普通科体育コース ２月１日（木）～２月５日（月）
への入学志願者については， の消印有効
普通科体育コース実技検査受
験者一覧・健康状況証明書
（様式第２号）を中学校ごと
に一括作成し，当該高等学校
長に提出する。

(4) 提出書類の作成
ア 推薦入学願書は，前記「４ 【推薦書】様式第９号
志願の手続」（P.2）に準じ
て作成する。 ※ 自己申告書(様式第２１号)が提出
イ 推薦書の推薦理由は，でき された場合は，選抜資料に加える。
るだけ具体的に記入する。 不登校等及び障害があることによ
ウ 調査書は，後記「調査書記 り不利益な取扱いをすることがない
入上の注意」(P.52)によって ようにする。
作成する。

※ その他選抜に必要とする資料を得
(5) 募集及び選抜に関する日程 るため，小論文（又は作文）を課す
前記「１０ 募集及び選抜に ことや，口頭試問，実技検査等を実
関する日程」（P.9）による。 施することは，当該高等学校長の判

断によるものとし，その取扱いは，
(6) 入学者の選抜及び合格内定者 推薦書，調査書及び面接を補完する
の発表 ものとする。
ア 推薦入学者の選抜において なお，高等学校別の小論文等の実
は，学力検査は行わず，推薦 施については，「高等学校別入学者
書，調査書，面接の結果及び 選抜実施方法」(別表１)(P.27)のと
その他選抜に必要とする資料 おりとする。
を総合して合格内定者を決定 また，水戸第三高等学校音楽科，
する。 笠間高等学校美術科，波崎柳川高等

学校普通科体育コース，中央高等学
校普通科体育コース並びに取手松陽
高等学校音楽科及び美術科の実技検
査課題及び携行品等については，別
表４(P.34)のとおりとする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

※ その他推薦入学者の選抜方法の細
部については，当該高等学校におい
て定めるものとする。

イ 推薦入学受験者は面接等の

ため，２月９日（金）午前

８時４０分までに実施高等学

校（検査場）に集合するもの

とする。

ウ 選抜の結果については，２ 【推薦入学の選抜結果について】様式

月１６日（金）午前９時に， 第１０号

当該高等学校長から，中学校 【合格内定通知書】様式第１１号

ごとの推薦入学の選抜結果に ※ 合格内定通知書の受領にあたって

ついて及び合格内定通知書を， は，「合格内定通知書等受領証」

当該中学校長に交付すること （様式第２３号）を高等学校長に提

により通知する。 出する。

エ 合格内定の通知を受けた者

については，合格者として３ ※ 合格内定の通知を受けた者は，当

月１４日（水）午前９時，実 該高等学校に入学を確約したものと

施高等学校（検査場）におい する。

て受験番号を発表する。

なお，合格者には，中学校

長を経由して合格通知書を交

付する。

オ その他選抜に当たり必要な

事項は，教育長が高等学校長

に指示する。

(7) その他

ア 推薦入学の内定を受けなか ※ 左記アの場合には，前記「４ 志

った者は，平成１９年度入学 願の手続」（P.2）に準じて，入学

者選抜の一般入学に志願でき 願書を志願先変更期間内に提出する

る。 ものとする。ただし，入学者選抜手

イ 推薦入学の内定を受けなか 数料は再度納入する必要はない。

った者が，志願先又は志望先 ※ 同一校の同一学科を志望し，かつ，

変更をする場合は，前記「５ 第２志望に変更がない場合は，志望

志願先の変更」(P.2) に準じ 変更届を提出する必要はない。

て所定の手続をしなければな ※ 調査書については，新たに作成し

らない。 新志願先高等学校長に提出するもの

とする。ただし，同一校を志願する

場合は，調査書を再度提出する必要

はない。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

１２ 第２次募集 (1) 合格者が募集定員に満たない
学科（コースを含む。）につい
て，第２次募集を行うものとす
る。

(2) 応募資格は，前記「１ 応募 ※ 前記「７ 学力検査」（P.4）に
資格」（P.1)に定めるところに 定める学力検査受験の有無にかかわ

よるものとする。 らず出願できる。
※ 公立高等学校に合格した者は，出

(3) 志願校及び学科の選択は，前 願できない。
記｢３ 志願校及び学科の選択｣

（P.1）に定めるところによるも ※ 入学者選抜手数料は，新たに納入
のとする。 しなければならない。

(4) 志願の手続並びに調査書の作 【第２次募集入学願書】様式第２０号

成及び提出については，前記 ※ 第２次募集においては，志願先変
「４ 志願の手続」（P.2） 更はできない。
「６ 調査書の作成及び提出」

(P.3）に準じて行うものとする。 ※ 調査書をすでに提出済の高等学校
その際必要書類を一括して提 に出願する場合は，調査書を再度提
出するものとする。 出する必要はない。

(5) 第２次募集の学力検査は，国 ※ 学力検査は，受験者全員に同一問
語，数学及び外国語（英語）の 題を課すものとする。
３教科とし,１教科当たりの試験 なお，外国語（英語）の「聞き取
時間は５０分で行うものとする｡ りテスト」は行わない。

その出題内容は，中学校学習
指導要領に基づくものとする。 ※ 理数科の傾斜配点は，行わない。

(6) 入学者の選抜は，前記「８
入学者の選抜」（P.5）に定め
るところによる。

(7) 第２次募集を行う学校，課程 ※ 第２次募集を行う学校等について
及び学科については，３月１４ は，県教育委員会のインターネット
日（水）に発表する。 ホームページに掲載する。

(http://www.edu.pref.ibaraki.jp/)
(8) 募集及び選抜に関する日程は
次のとおりとする。
ア 入学願書等提出期間 ※ 郵送出願は認めない。

３月１５日（木）及び３月
１６日（金）

イ 学力検査

３月２０日（火）
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

ウ 時間割

項目 時限 第１時 第２時 第３時

検 査 9:20～ 10:30～ 11:40～
時 間 10:10 11:20 12:30

教科名 外国語(英語) 国 語 数 学

※ 入学志願者は，午前８時４０分までに実施
高等学校（検査場）に集合するものとする。

※ 普通科体育コース，音楽科及び美
術科の志願者については，３月２０
日（火）学力検査終了後，実施高等
学校（検査場）において，実技検査
を行う。実技検査の課題及び携行品
等については，「実技検査課題等」
(別表４) (P.34)のとおりとする。

※ 面接を実施する定時制課程におい
ては，３月２０日（火）学力検査終
了後，実施高等学校（検査場）で行
う。ただし，作文は行わない。実施
については，「定時制課程の学力検

エ 合格者の発表 査等の実施方法」（別表２）(P.33)
３月２３日（金）午前９時， のとおりとする。
実施高等学校（検査場）にお
いて合格者の受験番号を発表
する。 【合格通知書】様式第１４号
なお，合格者には，中学校 ※ 合格通知書の受領に当たっては，
長を経由して，合格通知書を 「合格通知書受領証」（様式第２４
交付する。 号）を高等学校長に提出する。

１３ 定時制課程 やむを得ない事由により第２次
の追加入学 募集時に志願又は受験をできなか

った者が定時制課程に入学を希望
した場合は，当該高等学校長は，
合格者数が募集定員に達していな
いときに限り，次により入学を許
可することができる（以下「追加
入学」という。）。
(1) 応募資格，志願校及び学科の
選択，志願の手続並びに調査書
の提出は，前記「６ 調査書の
作成及び提出」（P.3）並びに
「１２ 第２次募集」(P.13)の
(2)，(3)及び(4)に準ずる。
(2) 選抜の方法は，教育長の指示
するところによる。
(3) 選抜結果の通知は，本人あて
に行う。
(4) 追加入学の許可期限は，４月
１０日（火）とする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

１４ 定時制課程 (1) 応募資格
の成人特例入 前記「１ 応募資格」(P.1)
学者選抜 に定める資格を有する者で，か

つ，次のア及びイに該当するも
のとする。
ア 平成１９年４月１日現在，
満２０歳以上の者
イ 成人特例入学者選抜を希望
する者

(2) 志願の手続 ※ 出願に要する書類は，志願先高等
志願の手続は，前記「４ 志 学校において，１２月１日（金）か
願の手続」(P.2）に定める志願 ら交付する。
の手続に準じて行うものとする。
その際，成人特例入学者選抜措 【成人特例入学者選抜措置申請書】
置申請書を提出するものとする。 様式第１７号
(3) 志願先の変更
志願先変更の手続は，前記
「５ 志願先の変更」（P.2）に
準じて行うものとする。その際，
他の高等学校の成人特例入学者
選抜への変更も認めるものとす
る。
(4) 入学者の選抜
ア 入学者の選抜は，学力検査
は行わず，調査書，面接の結
果，作文及びその他選抜に関
する資料を参考とし，各高等
学校，学科等の特色に配慮し
つつ，その教育を受けるに足
る能力・適性等を総合的に判
定して行うものとする。
イ 面接等の実施期日及び日程 ※ 面接等の実施期日は一般の学力検
(ｱ) 実施期日 ３月７日（水） 査と同じ日である。
(ｲ) 時間割

項目 時限 第１時 第２時

検 査 9:20～ 10:30～
時 間 10:10 ※ 入学志願者は，午前

８時４０分までに，実
内 容 作 文 面 接 施高等学校（検査場）

に集合すること。
(5) 合格者の発表
３月１４日（水）午前９時，
実施高等学校（検査場）におい
て合格者の受験番号を発表する。
なお，合格者には，中学校長
を経由して合格通知書を交付す
る。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

１５ 第２次募集 (1) 第２次募集を行う定時制課程 ※ 前記「７ 学力検査」（P.4）に
における定時 で行う。 定める学力検査受験の有無にかかわ
制課程の成人 (2) 応募資格は，前記「１４ 定時 らず出願できる。
特例入学者選 制課程の成人特例入学者選抜｣の ※ 公立高等学校に合格した者は，出
抜 (1)(P.15)に定めるところによる｡ 願できない。

(3) 志願の手続については，前記
「１４ 定時制課程の成人特例 ※ 入学者選抜手数料は新たに納入し

入学者選抜」の(2)(P.15)に準じ なければならない。
て行う。 【第２次募集入学願書】様式第２０号
なお，入学願書等の提出期間
は，３月１５日（木）及び３月 ※ 調査書をすでに提出済の高等学校
１６日（金）とする。 に出願する場合は，調査書を再度提

出する必要はない。

(4) 入学者の選抜 ※ 第２次募集においては，志願先変
ア 入学者の選抜は，前記「１４ 更はできない。
定時制課程の成人特例入学者
選抜」の(4)(P.15)に準じて
行う。
イ 面接等の実施期日及び日程 ※ 面接等の実施期日は第２次募集の
(ｱ) 実施期日 ３月２０日（火） 学力検査と同じ日である。
(ｲ) 時間割
前記「１４ 定時制課程
の成人特例入学者選抜」の
(4)(P.15)に準じて行う。

(5) 合格者の発表
前記「１２ 第２次募集」の
(8)エ(P.14)に準じて行う。

１６ 県外及び外 (1) 隣接県で本県に隣接する通学
国からの本県 区域等に居住する者が志願する
県立高等学校 場合
への入学を志 ア 出願の条件
願する者の取 隣接県公立高等学校入学志 【隣接県公立高等学校入学志願者取扱
扱い 願者取扱協定及び同協定に基 協定】（P.87）参照

づく平成１９年度細部協定の
定めによる。
イ 出願に必要な書類
卒業し，修了し，若しくは
在籍する中学校，これに準ず
る学校又は中等教育学校（以
下「中学校」という。）の校
長(以下「中学校長」という。)
による「他の公立高等学校を
併願しない旨の証明書」（様
式自由）
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

ウ 出願の手続
前記(1)アに該当する者は，
前記「４ 志願の手続き」(P.2)
に従い，前記(1)イの証明書を
添え，必要書類を志願する高
等学校長に提出しなければな
らない。

(2) 県外（(1)の場合を除く）及び
外国から志願する場合
ア 出願の条件
保護者がすでに県内に居住
している場合又は保護者が子
女等の志願先高等学校の入学
日までに，県内に転入するこ
とが証明される場合は，出願
することができる。ただし，
定時制課程については，志願
者がすでに県内に勤務してい
る場合又は勤務することにな
る場合も出願できる。
イ 出願に必要な書類 【転入先の住居を証明する書類】
(ｱ) 転入先の住居を証明する (1) すでに持家がある場合
書類 家屋の「登記簿謄本」の写し，
(ｲ) 中学校長による県外等か 「登記簿抄本」の写し又は「登記事
らの入学志願理由証明書 項証明書」の写し
（様式第１８号） (2) 新築完成予定の場合

ウ 出願の手続 「建築確認済証」の写し又は
(ｱ) 保護者 「工事請負契約書」の写し
ａ 志願先高等学校から入 (3) 新築完了の場合
学願書・学力検査受験票， 「検査済証」(市町村役場)の写し
調査書の用紙の交付を受 (4) 買取りの場合
ける（推薦入学について 「売買契約書」の写し
は，他に必要な用紙も含 (5) 賃借の場合
む。）。 ｢不動産賃貸借契約書｣等の写し
ｂ 入学願書・学力検査受 (6) 社宅等の場合
験票に必要事項を記入し 会社（管理責任者等）が証明した
て押印し，茨城県収入証 ものの写し
紙をはり，転入先の住居
を証明する書類を添え， ※ 写しによる証明書の提出に当た
中学校長に提出する。 っては，照合のために原本を中学
(ｲ) 中学校長 校長に提示する。
ａ 入学願書・学力検査受 ※ 住民票を転入先の住居を証明す
験票の記載事項及び証明 る書類とすることはできない。
書類の確認を行う。
ｂ 写しによる証明書類に ※ 茨城県収入証紙の販売所について
ついては，原本と照合す は，志願先高等学校に問い合わせる
る。 こと。
ｃ 上記事項確認・照合の ※ 調査書は，調査書提出期間内に提
うえ，県外等からの入学 出すること。
志願理由証明書（様式第 ※ 調査書等は，本県所定の様式によ
１８号）を作成する。 り作成すること。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

ｄ 作成した証明書類を，
入学願書等とともに一括
厳封のうえ，前記「１０
募集及び選抜に関する日
程」(P.9)に定められてい
る提出期間内に志願先高
等学校長に提出する。

１７ 転勤保護者 転勤保護者の子女のための，入
の子女のため 学願書等の提出について，次によ
の入学願書等 り特例の扱いを行う。
の提出期間の (1) 対象
特例 ア 入学願書の提出期間（２月

２日（金），２月５日（月）
及び２月６日（火））を過ぎ
てからの保護者の転勤に伴う
一家転住により，高等学校入
学後の通学に支障が生じるた
め，本県県立高等学校を新た
に志願する者
イ 本県県立高等学校へ出願し
ている者で，保護者の転勤に
伴う一家転住により，高等学
校入学後の通学に支障が生じ
るため，やむを得ず志願先の
変更を必要とする者

(2) 入学願書等の提出期間
２月２６日（月）及び２月
２７日（火）
(3) 提出書類及び提出先
ア 前記(1)アに該当する者は，
次の(ｱ)から(ｵ)までの書類を
一括し，中学校長を経由して，
志願先高等学校長に提出しな
ければならない。
(ｱ) 入学願書及び調査書 ※ 入学願書及び調査書は，必ず本県
(ｲ) 保護者の勤務先の所属長 所定の様式によること。
の発行する転勤（転勤予定） （志願先高等学校で交付する。）
証明書（様式自由）
(ｳ) 転入先の住居を証明する ※ (ｳ)及び (ｴ)については，前記
書類 「１６ 県外及び外国からの本県県
(ｴ) 県外等からの入学志願理 立高等学校への入学を志願する者の
由証明書（様式第１８号） 取扱い」の(2)イ（P.17）に定めら
(ｵ) 公立高等学校にすでに出 れているものによる。
願している者又は合格等し
ている者は，当該高等学校
長の発行する志願取消証明
書（様式自由）又は合格等
取消証明書（様式自由）
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

イ 前記(1)イに該当する者は，
前記「５ 志願先の変更」 ※ 普通科体育コース，音楽科及び美

（P.2）の手続に従い，前記 術科に志願する者は，実技検査を受
ア(ｲ）の証明書類を添え，必 けなければならない。（「８ 入学
要書類を新たに志願する高等 者の選抜」(4)(P.7) 参照）
学校長に提出しなければなら

ない。

１８ 帰国子女の 帰国子女のために，次により特

特例入学者選 例の入学者選抜を行う。
抜 (1) 応募資格

前記「１ 応募資格」(P.1)
に定める応募資格を有する者で，

かつ，次のア，イ及びウに該当
するものとする。
ア 平成１７年３月１日から入
学時までに帰国した者又は帰

国見込みの者で，その帰国時
からさかのぼり，外国におけ
る在住期間が継続して２年以

上のもの
イ 原則として保護者とともに
県内に居住している者又は入
学時までに居住見込みの者

ウ 平成１９年度の入学者選抜 ※ 推薦入学に出願した者は，帰国子
において，他の公立高等学校 女特例選抜に出願することはできな
に出願しない者 い。

(2) 帰国子女の特例入学者選抜
（以下「帰国子女特例選抜」と
いう。）を実施する学校，課程，

学科及び募集人員
高等学校及び学科は，次のとおりとする。 ＜課程は全日制＞

学 校 学 科 学 校 学 科

日立第二高等学校 英語科 中央高等学校 普通科(国際 ｺ-ｽ)

多賀高等学校 普通科 取手松陽高等学校 普通科

太田第一高等学校 普通科(単位制) 藤代高等学校 普通科

水戸桜ノ牧高等学校 普通科 牛久高等学校 普通科

勝田高等学校 普通科 竹園高等学校 普通科，国際科

鹿島高等学校 普通科 下館第一高等学校 普通科

神栖高等学校 普通科 下妻第一高等学校 普通科

土浦湖北高等学校 普通科 水海道第一高等学校 普通科(単位制)

【募集人員については，別に定める。】



- 20 -

項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(3) 志願の手続 ※ 出願に要する書類は，志願先高等
入学願書等は，中学校長を経 学校において，１２月１日（金）か
由して，志願先高等学校長に提 ら交付する。
出しなければならない。その手 ※ 外国から本県県立高等学校への入
続は次のとおりとする。 学を志願し，帰国子女特例選抜を志
ア 入学志願者は，入学願書及 願する者の取扱いは，前記「１６
び帰国子女特例入学者選抜海 県外及び外国からの本県県立高等学
外在住状況説明書（以下「帰 校への入学を志願する者の取扱い」
国子女海外在住説明書」とい の(2)(P.17)と同じとする。
う。）を中学校長に提出する。

イ 中学校長は，提出された入 【帰国子女特例入学者選抜海外在住状
学願書及び帰国子女海外在住 況説明書】様式第１５号
説明書について，その記載事
項に誤りのないことを確認し， ※ 入学願書には，入学者選抜手数料
志願先高等学校長あて，前記 （２，２００円）に相当する茨城県
「１０ 募集及び選抜に関す 収入証紙を茨城県収入証紙欄にはる
る日程」（P.9）に定める入 ものとする。
学願書提出期間内に，入学願
書に帰国子女海外在住説明書
を添えて提出する。

ウ 前記イの書類を受理した高
等学校長は，学力検査受験票
を入学志願者に交付する。

(4) 志願先の変更
ア 帰国子女特例選抜に出願し ※ 一般の入学者選抜に出願している
た者で志願先の変更を希望す 者の帰国子女特例選抜への変更は認
る者は，一般の入学者選抜又 めない。
は他の高等学校の帰国子女特
例選抜へ，１回に限り志願先
を変更することができる。
イ 志願先（志望先）変更の手
続は，前記「５ 志願先の変
更」（P.2）に定めるところ
に準ずる。
ウ 旧志願先高等学校長は，入
学願書に添えて提出してあっ
た帰国子女海外在住説明書を
志願先変更者に返却する。
エ 他の高等学校の帰国子女特
例選抜へ志願先を変更する者 ※ 一般の入学者選抜へ志願先を変更
は，新たに作成した入学願書 する場合は，帰国子女海外在住説明
に帰国子女海外在住説明書を 書を提出する必要はない。
添えて，中学校長を経由し新
志願先高等学校長に提出する。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

オ 志願先変更の手続期間は，
前記「１０ 募集及び選抜に
関する日程」（P.9）に定め
る志願先変更期間とする。

(5) 転勤保護者の子女のための入
学願書等の提出期間の特例
ア 前記「１７ 転勤保護者の
子女のための入学願書等の提
出期間の特例」の(1)のア(P.18）
に該当し，帰国子女特例選抜
に志願する者については，前
記１７の定めるところに準じ，
入学願書等の提出について特
例の扱いを行う。
イ 前記「１７ 転勤保護者の
子女のための入学願書等の提
出期間の特例」の(1)のイ(P.18）
に該当し，帰国子女特例選抜
に出願している者については，
前記１７の定めるところに準
じ，志願先の変更について特
例の扱いを行う。

(6) 調査書の作成等 ※ 本県所定の調査書が提出できない
調査書の作成及び提出につい 場合は，外国における最終学校の成
ては，前記「６ 調査書の作成 績証明書等で代えることができる。
及び提出」（P.3）及び「１０
募集及び選抜に関する日程」
（P.9）に定めるところによる。
この場合，帰国子女特例選抜に
出願する者と一般の入学者選抜
に出願する者とは区別して取り
扱わないものとする。

(7) 学力検査及び面接
ア 帰国子女特例選抜に志願す
る者は，志願先高等学校にお
いて学力検査及び面接を受け
なければならない。
イ 学力検査は，国語，数学及
び外国語（英語）について，
一般の入学者選抜において行
うものと同一の問題で同一の
時間に行う。
ウ 面接は学力検査終了後に行
う。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

エ 学力検査・面接の実施期日

及び時間割は，次のとおりと

する。

(ｱ) 実施期日 ３月７日（水）

(ｲ) 時間割

項目 時 限 第１時 第２時 第３時 昼 食 第４時

検 査 9:20～ 10:30～ 11:40～ 12:30～ 13:20～

時 間 10:10 11:20 12:30 13:20

教科名 外国語(英語) 国 語 数 学 面 接

※ 入学志願者は，午前８時４０分までに実施高等学校（検査場）に

集合するものとする。

(8) 入学者の選抜 ※ 選抜の方法については，原則とし

入学者の選抜は，中学校長か て，一般入学者選抜と同様に行うも

ら提出された調査書，学力検査 のとする。

の成績，面接の結果その他選抜

に関する資料を参考とし，各高

等学校，学科等の特色に配慮し

つつ，その教育を受けるに足る

能力・適性等を総合的に判定し

て行うものとする。

(9) 合格者の発表

３月１４日（水）午前９時，

実施高等学校（検査場）におい

て合格者の受験番号を発表する。

なお，合格者には，中学校長

を経由して合格通知書を交付す

る。

(10) その他

その他選抜に当たり必要な事

項は，教育長が高等学校長に指

示する。

１９ 外国人生徒 外国人生徒のために，次により

の特例入学者 特例の入学者選抜を行う。

選抜 (1) 応募資格

前記「１ 応募資格」(P.1)

に定める応募資格を有する者で，

かつ，次のア，イ及びウに該当

するものとする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

ア 外国籍を有する者で，入国
後の在日期間が３年以内のも
の。ただし，「入国後の在日
期間が３年以内」とは，原則
として入国した日から平成
１９年３月１日現在で３年が
経過していない場合をいう。
イ 全日制課程にあっては，原
則として保護者とともに県内
に居住している者又は入学時
までに居住見込みの者，定時
制課程にあっては，原則とし
て県内に居住地又は勤務地を
有する者又はその予定の者
ウ 平成１９年度の入学者選抜
において，他の公立高等学校
に出願しない者

(2) 外国人生徒の特例入学者選抜 ※ 推薦入学に出願した者は，外国人
（以下「外国人特例選抜」とい 特例選抜に出願することはできない。
う。）を実施する学校，課程，
学科及び募集人員
ア 全校の全日制課程及び定時
制課程で実施する。
イ 募集人員は，全日制課程及
び定時制課程それぞれについ
て，１校につき，全学科を合
わせて２人までとする。

(3) 志願の手続 ※ 出願に要する書類は，志願先高等
志願の手続は「１８ 帰国子 学校において，１２月１日（金）か
女の特例入学者選抜」の(3) ら交付する。
（P.20）に準じて行う。
なお，入学志願者が中学校長 ※ 入学願書には，入学者選抜手数料
に提出し，中学校長の確認後志 に相当する茨城県収入証紙を茨城県
願先高等学校長に提出する書類 収入証紙欄にはるものとする。
は，入学願書，外国人特例入学 【外国人特例入学者選抜海外在住状況
者選抜海外在住状況説明書（以 説明書】様式第１６号
下「外国人海外在住説明書」と
いう｡）及び登録原票記載事項 ※ 一般の入学者選抜に出願している
証明書とする。 者の外国人特例選抜への変更は認め
(4) 志願先の変更 ない。
志願先の変更については，前 ※ 日本の中学校を卒業した者又は卒
記「１８ 帰国子女の特例入学 業見込みの者が一般の入学者選抜へ
者選抜」の(4)（P.20）に準じて 志願先を変更する場合は，外国人海
行う。 外在住説明書及び登録原票記載事項

証明書を提出する必要はない。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(5) 調査書の作成等
調査書の作成等については， ※ 本県所定の調査書が提出できない
前記「１８ 帰国子女の特例入 場合は，外国における最終学校の成
学者選抜」の(6)（P.21）に準 績証明書等で代えることができる。
じて行う。
(6) 学力検査及び面接
前記「１８ 帰国子女の特例
入学者選抜」の(7) （P.21）に
準じて行う。
(7) 入学者の選抜
前記「１８ 帰国子女の特例
入学者選抜」の(8) （P.22）に
準じて行う。
(8) 合格者の発表
前記「１８ 帰国子女の特例
入学者選抜」の(9)（P.22）に準
じて行う。
(9) その他
その他選抜に当たり必要な事
項は，教育長が高等学校長に指
示する。

２０ 連携型中高 連携型中高一貫教育校の入学者 【連携型中学校】
一貫教育校の 選抜(以下「連携型入学者選抜」と 常陸大宮市立御前山中学校
入学者選抜 いう。)は，以下のとおり行う。 常陸大宮市立美和中学校

(1) 応募資格 常陸大宮市立緒川中学校
次のア及びイに該当する者と 【連携型高等学校】
する。 茨城県立小瀬高等学校
ア 連携型中学校を平成１９年
３月に卒業見込みの者
イ 連携型高等学校で行う連携 【連携型入学願書等提出期間】
型入学者選抜を希望する者 ２月２日(金)，２月５日(月)及び

２月６日(火)
(2) 募集人員 ※ 上記の期間においては，連携型中
別に定める。 学校から連携型高等学校に推薦入学

又は一般入学の出願はできない。
(3) 志願の手続
連携型中学校長は，連携型入 【入学志願者書類等送付書】様式第
学願書等提出期間内に，入学志 ２２号準用
願者書類等送付書を添えて，次 ※ 連携型入学願書は，前記「４ 志
の書類を，連携型高等学校長に 願の手続」（P.2）に準じて作成する。
提出する。 ※ 連携型入学願書には，入学者選抜
ア 連携型入学願書（様式第１２ 手数料に相当する茨城県収入証紙を
号） 茨城県収入証紙欄にはるものとする。
イ 連携型高等学校長が指定す ※ 連携型高等学校長が指定する書類
る書類 は，調査書(様式第１３号)及び課題

レポートとする。調査書については，
(4) 募集及び選抜に関する日程 後記「調査書記入上の注意」(P.52)
前記「１０ 募集及び選抜に によって作成する。また，課題レポ
関する日程」（P.9）による。 ートの課題等については，連携型高

等学校長が連携型中学校長に別途通
知するものとする。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

(5) 入学者の選抜及び合格内定者 ※ 選抜に必要とする資料は，調査書，
の発表 面接の結果，課題レポート，小論文

ア 連携型入学者選抜において 等から，中高一貫教育の特色に応じ

は，学力検査は行わず，連携 て連携型高等学校長が決定するもの
型高等学校長が，連携型中高 とする。

一貫教育の成果等を見るため なお，その資料については，「連

に，選抜に必要とする資料を 携型高等学校における選抜資料」
総合して合格内定者を決定す (別表３)(P.33)のとおりとする。

る。

イ 連携型入学者選抜受験者は， ※ 自己申告書(様式第２１号)が提出
面接等のため，２月９日（金） された場合は，選抜資料に加える。

午前８時４０分までに実施高 不登校等及び障害があることによ

等学校（検査場）に集合する り不利益な取扱いをすることがない
ものとする。 ようにする。

ウ 選抜の結果については，２ ※ その他連携型入学者選抜方法の細
月１６日（金）午前９時に， 部については，連携型高等学校にお

連携型高等学校長から，連携 いて定めるものとする。

型中学校ごとの連携型入学者
選抜の結果について及び合格 【連携型入学者選抜の結果について】

内定通知書を，連携型中学校 様式第１０号準用

長に交付することにより通知 【合格内定通知書】様式第１１号準用
する。

エ 合格内定の通知を受けた者 ※ 合格内定通知書の受領にあたって

については，合格者として３ は，「合格内定通知書等受領証」
月１４日（水）午前９時，連 （様式第２３号準用）を連携型高等

携型高等学校において受験番 学校長に提出する。

号を発表する。
なお，合格者には，連携型 ※ 合格内定の通知を受けた者につい

中学校長を経由して合格通知 ては，連携型高等学校に入学を確約

書を交付する。 したものとする。
オ 連携型入学者選抜の内定を

受けなかった者については，

前記「１１ 推薦入学」の(7)
（P.12）に定めるところに準

じて取り扱う。

カ その他連携型入学者選抜に
当たり必要な事項は，教育長

が連携型高等学校長に指示す

る。

(6) その他
ア 連携型高等学校へは，連携

型中学校以外から，推薦入学 ※ 推薦入学は，前記「１１ 推薦入

及び一般入学を志願すること 学」(P.10)，一般入学は，前記「８
ができる。 入学者の選抜」(P.5)により行う。
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項 目 基 本 事 項 留 意 事 項

イ 志願先変更期間において， ※ 左記イについては，前記「５ 志
連携型高等学校以外から連携 願先の変更」（P.2）により行う。
型高等学校に志願先の変更を
行うことができる。
ウ 連携型高等学校の推薦入学 ※ 推薦入学の合格内定者数が推薦入
及び一般入学の募集人員につ 学の募集人員に満たない場合は，そ
いては，別に定めることとす の不足分を連携型入学者選抜の募集
る。ただし，連携型入学者選 人員に加えるものとする。
抜の募集人員は，十分に確保 ※ 連携型入学者選抜及び推薦入学の
するものとする。 合格内定者の総数が，それらの募集
エ 連携型高等学校は，連携型 人員の総数に満たない場合は，その
入学者選抜，推薦入学及び一 不足分を一般入学の募集人員に加え
般入学の合格者の総数が募集 るものとする。
定員に満たない場合，第２次 ※ 第２次募集は，前記「１２ 第２
募集を行うものとする。 次募集」（P.13）により行う。

２１ 障害のある 障害のある受験者等で，学力検 【学力検査実施上の特別措置】
受験者等の取 査実施上特別な措置を希望する者 「障害のある受験者等に対する特別
扱い は，中学校長を経由して，「障害 措置申請書」を提出した者のうち，志

のある受験者等に対する特別措置 願先高等学校長が通常の学力検査の方
申請書｣ を原則として平成１９年 法では受験が困難と認める者について
１月１２日（金）までに志願先高 は，茨城県教育委員会（以下「教育委
等学校長に提出すること。 員会」という。）と協議のうえ，検査

方法，検査時間及び検査場等について
適切な措置を講じる。
【障害のある受験者等に対する特別措
置申請書】様式第１９号

２２ 自己申告書 欠席が多いことの事情や障害の
の提出 あることによって生ずることがら

等について，説明する必要がある
場合，志願者は自己申告書を志願 【自己申告書】様式第２１号
先高等学校長に提出することがで ※ 不登校等及び障害があることによ
きる。 り不利益な取扱いをすることがない
なお，自己申告書は，志願者及 ようにする。
び保護者が記入し，厳封して中学
校長を経由して，調査書とともに，
志願先高等学校長に提出すること。

２３ 出願用紙の (1) 出願に要する用紙の配布 ※ 教育委員会が送付する書類は，様
配布等 ア 出願に要する用紙で様式の 式第１，３～６，８，９，１２，１３，

定められているものは，１１ ２０号である。
月上旬までに教育委員会から
本県内の中学校及び高等学校 ※ 送付した用紙は，不足が生じた場
に対して送付する。 合，各学校で複写ができる。
イ 県外からの入学志願者につ なお，様式第１，８，１２，２０号
いては，各志願先高等学校に については両面の複写をすること。
おいて，１２月１日(金)から
交付する。

(2) 様式番号に※印の付いている ※ 様式番号に※印の付いている書類
書類については，各学校で様式 は，様式第２，７，１０，１１，１４～１９，
に従い作成する。 ２１～２４号である。


